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法人理念 

 

私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、障害者福祉の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 

障がいのある方と共に感じる 生き生きとした生活 

 

障がいのある方と共に創る 心豊かなその人らしい生活の支援を通し、 

 

地域福祉の向上、地域社会との連携を目指し、 

 

活力ある自主的な運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Ⅰ 法人概要 

 

法 人 名    社会福祉法人千年会 

所 在 地    〒０３６－８１４４ 

          青森県弘前市大字原ケ平字山中３９－１ 

電 話 番 号    ０１７２－８７－４８８８ 

F A X 番 号    ０１７２－８７－４８８５ 

設立年月日    平成３年６月２７日 

 

沿革 平成 ４年 ６月 １日 身体障害者療護施設 千年園 開設（定員５０名） 

平成 ５年 ６月２９日 身体障害者短期入所事業を加える 

平成１２年 ２月１８日 身体障害者療護施設通所型（Ｂ型）を加える 

平成１９年 ４月 １日 弘前市移動支援事業受託 

平成２２年 ３月２３日 千年園スプリンクラー設備設置工事完了（補助事業） 

平成２２年 ４月 １日 弘前市地域生活事業（移動支援、日中一時支援）受託 

平成２２年 ７月１７日 短期入所事業 利用定員変更（２名→１名） 

平成２２年 ９月３０日 身体障害者療護施設 千年園        廃止届 

〃  短期入所       廃止届 

〃  通所事業       廃止届 

平成２２年１０月 １日 障害者支援施設 千年園（生活介護・施設入所支援）及び

短期入所（事業指定） 

※障害者自立支援法への移行に伴う名称変更 

平成２３年 １月２６日 障害者就労訓練設備等整備事業完了（補助事業） 

      平成２５年 １月 １日 登録特定行為事業者指定（介護職員等によるたん吸引等） 

                  生活介護・施設入所支援 

      平成２５年 ３月１３日 障害者自立支援基盤整備事業完了（補助事業） 

平成２５年 ４月 １日 障害者支援施設 千年園・生活介護 定員１０名増員 

相談支援事業所 ちとせ 指定（一般、特定、障害児） 

      平成２６年１０月 １日 千年園 リハビリ棟完成（増築） 

車庫棟 完成（新築） 

      平成２９年 ５月３１日 千年園防犯対策強化整備工事完了（補助事業） 
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Ⅱ 法人組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 千年会 役員名簿（平成３０年４月１日現在） 

 役職 氏名 任期（理事・監事） 任期（評議員） 

１ 理事長 小林秀一 平成２９年６月２２日～３１年６月  

２ 理 事 藤本博栄 平成２９年６月２２日～３１年６月  

３ 理 事 尾崎俊弘 平成２９年６月２２日～３１年６月  

４ 理 事 三浦良樹 平成２９年６月２２日～３１年６月  

５ 理 事 工藤隆司 平成２９年６月２２日～３１年６月  

６ 理 事 小林大眞 平成２９年６月２２日～３１年６月  

７ 評議員 佐々木佐吉  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

８ 評議員 加藤和夫  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

９ 評議員 小林政英  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

１０ 評議員 小林美行  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

１１ 評議員 佐藤博彦  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

１２ 評議員 五十嵐嘉代子  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

１３ 評議員 三浦真介  平成２９年４月１日～３３年６月予定 ※ 

１４ 監 事 舘山利春 平成２９年６月２２日～３１年６月  

１５ 監 事 尾崎勇治 平成２９年６月２２日～３１年６月  

※評議員の任期については、年度の定時評議員会終結時までとなります。 

 

社会福祉法人 千年会 役員名簿（平成３０年４月１日現在） 

 役職 氏名 任期 

１ 
評議員選任解任委員

（外部） 
中山義吉 平成２９年３月２９日～平成３３年６月予定 ※ 

２ 
評議員選任解任委員

（監事） 
尾崎勇治 平成２９年３月２９日～平成３３年６月予定 ※ 

３ 
評議員選任解任委員

（事務局） 
小林可奈子 平成２９年３月２９日～平成３３年６月予定 ※ 

※評議員選任解任委員の任期については、年度の定時評議員会終結時までとなります。 

 

 

評議員選任解任委員会３名 

 

千年会 

理事会 

理事６名 

 

監事２名 

評議員会 

評議員７名 
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Ⅲ 運営施設 

 

・障害者支援施設 千年園  

生活介護   定員６０名     事業者番号 青森県 0210200861 

施設入所支援 定員５０名     事業者番号 青森県 0210200861 

短期入所支援 定員 ２名     事業者番号 青森県 0210200861 

日中一時支援事業 

移動支援事業        ※生活介護・短期入所における送迎時 

・指定一般相談支援事業所 ちとせ  

一般相談支援事業         事業者番号 青森県 0230200156 

指定特定相談支援事業       事業者番号 青森県 0230200156 

指定障害児相談支援事業      事業者番号 青森県 0270200082 

 

職員数   ４９名（平成３０年４月１日現在） 

 

指定・認定等  

①弘前市防災協力事業所             平成２１年１０月１６日 

②弘前市エコオフィス認定            平成２１年１１月２４日 

③青森県空気クリーン施設適合登録        平成２３年 ４月２８日 

④青森県あおもり ECO にこオフィス認定        平成２４年 ４月１２日 

⑤青森県教育支援プラットホーム登録       平成２４年１０月 １日 

⑥弘前市「福祉避難所」協定締結         平成２５年 ３月２７日 

⑦プライバシーマーク認証更新          平成２７年 ４月 ９日 

⑧あおもりワークライフバランス推進企業認定   平成２７年 ３月２７日 ※ 

⑨弘前市子育て応援企業認定                  平成２７年 ４月１３日 

⑩「特別支援学校就職サポート隊あおもり」サポーター企業登録 

                        平成２８年 ６月２１日 

⑪防衛省「予備自衛官等協力事業所」平成２８年度認定 
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Ⅳ 中長期計画 

 

基本方針 

 法人理念、法人基本方針の実現を目指す。 

 

平成３０年度テーマ：原点回帰～small から smile の創造～ 

 平成３０年４月からのサービス報酬改定が＋0.47％となるも、次期改定に向けた検討が既に進

められ、ますます効率的成果が求められている。 

新年度は法人制度改革 2 年目を向かえガバナンスや地域貢献が更に求められている。また、青

森県においては人口減少対策として「青森県型地域共生社会」に向けた取組みが進められている。 

こうした中、本法人としては利用者対象をエイジフリーと捉え、現在の千年園を基準として障

害児の受入れ体制、高齢となった障害者への対応、重度障害者の地域移行等を進めて参りたいと

考えます。そのための原点・あるべき姿（standard）をしっかりと見つめ、機能させ（management）、

更なるサービス向上に努めて参ります。 

一方で、職員が誇りを持ち、いきいきと働いて頂ける環境づくりへも注力して参ります。 

 

 

 ※平成２５年４月からの１０年を前半５年（１期）、後半５年（２期）に区切り、中長期的な計画を検証するこ

ととする。 

    １期：平成２５年４月～平成２９年３月    平成２７年度報酬改定（医療・障害） 

     

２期：平成２９年４月～平成３４年３月    平成２９年６月千年園開設２５周年 

平成３０年度報酬改定（介護・医療・障害） 

第５期障害福祉計画（平成３０年～３２年） 

 

 

 

重点項目 

理念・基本方針・運営方針の徹底と実践、活力ある施設運営、地域共生社会の推進 

 （１）法改正・施策見直しへの対応（法人制度改革への対応） 

     →高齢サービス事業所の指定申請、グループホーム設立 等 

 （２）サービスの質の向上・日中利用の増員（人権擁護等含む）  

     →障害児の受入れ体制整備（放課後デイ、医療的ケア） 等 

     →品質管理部門の新設 

 （３）地域における施設機能の発揮（情報開示含む） 

     →ボランティア育成、エコリレーションの活性化 等 

 （４）防災への備え（建物等の管理・修繕含む） 

 （５）人材育成・労働環境の見直し（魅力ある職場づくり、働き方の見直し） 

 （６）安定した法人運営（ガバナンスの強化、財政基盤強化） 
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具体的事項 

１ 事業関連 

（１）障害者支援施設千年園 ・日中活動（定員：６０名） 

       〃      ・施設入所支援（定員：５０名） 

       〃      ・短期入所（定員：２名） 

       〃      ・日中一時支援（弘前市、平川市委託） 継続 

       〃      ・移動支援（弘前市、平川市、大鰐町、鶴田町委託）継続  

     

（２）相談支援事業所 ちとせ  

 人員は管理者１名、相談支援専門員１名（それぞれ兼務可）、補助員１名を配置 

・一般相談支援（県届出） 一般的な相談と地域移行・地域定着支援 

・特定相談支援（市届出） 計画相談（サービス等利用計画） 

・障害児相談支援（市届出） 障害児への一般的相談支援、サービス等利用計 

画等 

 

    ※平成３０年度は、入所定員の削減計画とグループホームの新設に向けた検討 

     生活介護利用者の一日当たりの増員と放課後デイへの対応 

 

①日中活動の場を設置と充実  

→ ・日中活動の定員増（一日あたり１０名へ増）と活動活性化 

      ・若年層への対応強化 

・リハビリ機能の強化、充実 

   ②相談支援事業の更なる推進  

→ 施設利用者及び地域障害者からの相談受付体制の充実・強化 

  青森しあわせネットワークとの連携 

③新たな生活の提案（グループホーム等の早期設置）  

→ 土地、建設費の準備および入所定員の見直し検討（生活の活性化） 

  施設・設備の老朽化対応を含む 

 ※第５期障害福祉計画による入所定員２％削減、地域移行９％ 

   ④ＢＣＰプラン策定・見直し 

   ⑤リスクマネジメントとサービス評価 

    → 組織体制の見直しと福祉サービス第３者評価の受審 

   ⑥情報公開と地域に向けた貢献活動 

   ⑦防災、防犯体制の機能強化 

   ⑧権利擁護、虐待防止（特に身体拘束廃止）への取組み強化 

 

２ 人事関連（人材育成） 

①内部研修制度の確立 → 目標管理制度の継続運用（個別計画） 

                通年での接遇研修（３年間運用） 

   ②中間層の育成 → 継続的な採用計画と個別研修体制（組織計画） 

   ③福祉避難所としてのマンパワー確保 → 町内会、社協、関係団体等との連携・強化 

市民ボランティアの育成（受入れ体制整備） 

   ④障害者雇用の継続 → 現在２名の障害者の継続雇用と一般企業への就職斡旋や介護業

務への試行 

               地域障害者の活躍の場の創出（ピアサポーター制） 

   ⑤労務管理の適正 → 社会保険労務士との連携 

              有給休暇取得率の向上 

ワークライフバランス、メンタルヘルス・腰痛予防対策の 

推進、子育て支援、健康増進、安全衛生管理の推進 
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              給与と雇用管理（勤務時間、雇用形態 等）の見直し 

              夜間勤務対応の見直し（拘束時間、待機時間） 

 

３ 建物関連（安全、安心な生活の確保） 

  ①グループホーム等の早期設置 

   ②福祉避難所の機能強化 

   ③老朽化、改修・修繕箇所への早期対応 → 社会福祉充実残額と充実計画への対応 

再生可能エネルギー、省エネ関連による補

助金の活用 

    

４ 経理関連（経営の安定化） 

   ①財務規律の強化継続 

   ②経営指標の導入、分析 → 全国経営協ＷＥＢ診断等の活用による経営判断 

   ③低所得者への対応 

 

５ 施設運営（生活の質の向上・追及） 

   ①リハビリテーションの強化、日中活動の強化、レク活動の充実 

→ 若年層利用への対応、より個別な生活の提案 農作業等 

   ②人権擁護、虐待防止への継続的体制整備と研修・運用の強化継続 

   ③給食のあり方（より個別な対応、メニュー、栄養管理、設備見直し） 

④健康管理（適切な管理・指導、感染症対策、口腔ケア）と医療機関との連携強化 

及び痰吸引事業所登録者更新 

   ⑤福祉サービ第３者評価の受審（継続） 

⑥サービス（質的・量的）の検証と独自のケアガイドライン策定 

  →青森県保育・障害サービス事業等認証評価制度 

⑦情報公開と情報管理（プライバシーマークによる管理運営） 

     → ホームページの管理・運用強化と充実、機関紙（通信）発行の充実 

⑧各委員会の充実 → 業務改善の推進・充実 

   ⑨利用者の参画推進（行事計画、生活改善等委員会・ルールづくり） 

   ⑩ＩＣＴ、意思疎通支援の強化（タブレット、コミュニケーションツールの活用） 

   ⑪認証制度の更新および新規申し込み（あおもり働き方改革推進企業、青森県健康経営認

定、ひろさき健やか企業 他） 

   ⑫会議、研修のあり方検討 

 

６ その他 

①０．１％事業（アクション“ポイントワン”） 

平成２５年度からの１０年間において、毎年収入の０．１％を地域貢献に向け 

た取り組みを行う。年間約２５万円、１０年で２５０万円を目標とする。 

※防災・減災、ボランティア育成、学校教育、環境問題 等 

   ②地域貢献活動の推進 

     ・認知症サポ－ター育成、教育サポーターの活性化、ボランティア育成、募金活動（オ

リジナルＴシャツ作成 等）、エコリレーションの充実 

・他法人、他事業所との連携協働 

  青森しあわせネットワーク ほか 

     ・原ケ平町会、南中学校との連携 

 

 

 

 

 


